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事 業 報 告（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

5．会社の体制及び方針
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制の概要

当社は、2006年５月12日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方

針を制定し、2022年２月25日付で一部改定しました。その概要は次のとおりです。

① 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

取締役会は、取締役会規程に基づき、経営上の重要事項を決定し、報告を

受けるとともに、取締役の職務の執行を監督する。

また、監査役は、取締役の職務の執行を監査する。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会議事録をはじめとする職務の執行に係る各種情報につい

て、情報管理に関する規程に基づき適切に保存及び管理を行う。また、重要

な経営情報について、法令に定められた方法及びその他の方法による積極的

な情報開示に取り組む。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループは、決裁伺規程、共通職務権限規程、内部統制基本規程等、

各社内規程に定められた責任と権限に基づき、当社各部門長及びグループ会

社社長が自部門・自社のリスクの把握、評価、対策立案、対策実施、自主点

検等を自律的にマネジメントし、業務を遂行することを基本とする。

このうち、グループ横断的なリスク管理を要する業務分野に関しては、専

門性に基づき当該業務分野を担当する各機能部門が関係各部門への周知と支

援を行うとともに、モニタリング等を通じ指導、助言を行う。

これらの運用の適正性を維持するため、当社は取締役社長を委員長とする

内部統制委員会を設置し、業務遂行状況を定期的に確認するとともに、必要

に応じ改善等の指示を行う。また、経営に重大な影響を与える事象が発生し

た場合は、内部統制委員会内に緊急対策本部を速やかに設置し、損失を最小

限にとどめるための対策を講じる。

当社は、これら運用の基本的な事項を内部統制基本規程に定める。また、

運用を担う専門組織として、リスクマネジメント部を設置する。
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④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役会決議により、各取締役の職務分担を適切に行うとともに、

決裁伺規程、共通職務権限規程、内部統制基本規程等、各社内規程にその権

限と責任の範囲を規定する。また、経営計画、事業戦略、投融資等の重要な

経営事項は、個別事項に係る全社委員会及び経営会議等で十分に審議した上

で、取締役会規程に基づき取締役会で決議又は報告を行う。

⑤ 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

当社は、自律的内部統制を基本とする内部統制システムを構築・整備・運

用する。各部門長は、自部門の自律的内部統制システムを構築・整備すると

ともに、法令及び規程遵守の徹底を図る。

また当社は、使用人が適法・適正に業務遂行するために必要な教育・啓発

を計画的に実施する。

加えて当社は、内部通報制度を設け、当社グループ内の不正・不適正行為

の検出の一助とする。なお、当該制度における通報者の保護には、万全を期

す。

当社は、これら運用の基本的な事項を内部統制基本規程に定める。

当社グループの使用人は、法令及び規程を遵守し、適正に職務を行う義務

を負う。法令違反行為等を行った使用人については、就業規則に基づき懲戒

処分を行う。

⑥ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

当社は、グループ会社の管理に関し、グループ経営基本方針及びその他の

社内規程に基本的な事項を定め、適切な運用を図る。

グループ会社は、自律的内部統制を基本とした内部統制システムを構築・

整備・運用するとともに、当社と情報の共有化を行い、内部統制に関する施

策の充実を図る。

また当社は、当社における各グループ会社の主管部門を定める。主管部門

は、主管するグループ会社の内部統制システムの整備・運用状況を把握し、

関係する当社機能部門及びリスクマネジメント部と情報共有を行う。機能部

門及びリスクマネジメント部は、各グループ会社及び主管部門からの要請に

基づき、又は監査・モニタリング等による評価に応じ、グループ会社及び主

管部門に対し指導、支援、助言を行う。

イ．グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関す

る体制

当社の主管部門は、グループ経営運用規程に基づき主管するグループ会

社に対し事業方針、事業計画、予算、決算等の経営上の重要事項について
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報告を求めるとともに、必要に応じ当社関係部門と連携し、助言等を行う。

ロ．グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

グループ会社は、当社の内部統制基本規程に基づき自社のリスクの把握、

評価、対策立案、対策実施、自主点検等を自律的にマネジメントし業務を

遂行するとともに、同規程に定める当社への報告を行う。

また当社の主管部門は、同規程に基づき主管するグループ会社に対しリ

スク管理状況の報告を求めるとともに、必要に応じ当社関係部門と連携し、

助言等を行う。

ハ．グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るための体制

当社は、グループ会社に対しグループ経営基本方針等に基づく執行を求

め、健全度評価を実施するとともに、マネジメントに関する支援を行う。

ニ．グループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制

当社は、各グループ会社における法令遵守及び内部統制の整備・運用状

況並びに法令違反、若しくは違反のおそれのある行為・事実について、各

グループ会社に対し報告を求めるとともに、必要な支援・助言・指導等を

行う。

⑦ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事

項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査役業務の円滑な遂行を支援するために監査役室を設置し、当社

の使用人を配置する。監査役室員の当社の取締役からの独立性を確保するため

に、監査役室員は監査役直属とし、監査役の指示の下で業務を行う。

監査役室員の異動及び人事考課等については、総務人事部長が常勤監査役と

事前に協議する。
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⑧ 当社の監査役への報告に関する体制

イ．当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制

当社の取締役及び使用人は、経営に重要な影響をおよぼす事実をはじめ

とする重要事項について、適宜常勤監査役に報告する。

また当社は、取締役会、経営会議等の重要会議への監査役の出席、重要

書類の常勤監査役への回付、及びリスクマネジメント部との定期連絡会等

により、監査役との情報共有を行う。

ロ．グループ会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者

が当社の監査役に報告をするための体制

グループ会社の取締役、監査役、使用人等は、各グループ会社における

経営に重要な影響をおよぼす事実をはじめとする重要事項について、適宜

当社の主管部門長及びリスクマネジメント部を通じて報告を行う。

⑨ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ないことを確保するための体制

当社は、内部統制基本規程及び内部通報規程等に基づき、これらの報告をし

た者に対し、報告をしたことを理由に不利な取扱いを行わない。

⑩ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他

の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事

項

当社は、監査役の職務執行上必要と認める費用を予算に計上する。また、監

査役が、その職務の執行のために緊急又は臨時に支出した費用について、事後、

監査役の償還請求に応じる。

⑪ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社の取締役及び監査対象部門・部署の使用人は、監査役の監査に際して資

料の開示等の情報提供に協力する。

またリスクマネジメント部は、当社グループの内部統制状況に関し、監査役

と定期的に、かつ必要の都度、情報交換を行う。
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(2) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当連結会計年度に実施した当社グループにおける内部統制システムの運用状況

の概要は次のとおりです。

① 運用体制

当社は、当社グループにおける内部統制システムの運用体制として、内部統

制活動の企画・支援及び内部監査を担当するリスクマネジメント部（専任5名）

並びに各分野のリスク管理を担当する11の機能部門を設置しています。また、

グループ会社13社において自律的内部統制活動を担当するリスクマネジメント

責任者を配置しています。

この体制の下、以下のとおり内部統制システムを運用しています。

② 具体的な運用状況

１）内部統制活動計画

当社は、法令改正や経営環境の変化等を踏まえて、毎年２月に当社グルー

プ全体の次年度内部統制活動計画を策定しています。この計画には、活動方

針、安全・品質等の機能別活動計画、点検・監査計画、教育・啓発計画が含

まれています。

これを踏まえ、当社各部門・グループ会社は、各々の活動計画を策定して

います。

２）自律的内部統制活動

年度計画に従い、当社各部門・グループ会社は、業務の特性等を踏まえつ

つ自律的に内部統制活動を実施しています。具体的には、内部統制チェック

リストに基づく網羅的な点検や業務プロセスに含まれるキーリスクの自主点

検を実施し、点検結果を踏まえた業務改善を実行するとともに、業務規程・

マニュアル等への反映と教育を行います。

各機能部門は、この自律的内部統制活動を支援しています。

事故・事件、法令や社内規程等に違反する事案、違反の恐れのある事案が

発生した場合、当社各部門・グループ会社は、直ちにリスクマネジメント部

に報告するとともに、関係部門と連携し、是正及び再発防止の措置を講じて

います。また、これらの事案をリスクマネジメント部が集約し、当社グルー

プ内で共有化するとともに、当社各部門・グループ会社が類似のリスクの点

検を実施しています。

３）内部監査等

内部監査については、リスクマネジメント部及び各機能部門が各部門・グ

ループ会社に対し、内部統制チェックリスト、自主点検シート等の書面によ

る確認及びモニタリングにより実施しています。
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また、当社は、内部統制を補完する施策として、当社・グループ会社の役

職員が利用できる内部通報窓口を設置・運用するとともに、社員意識調査ア

ンケートを実施しています。これらの状況・結果については、取締役会で報

告するとともに、社員意識調査アンケートに関しては、社内報を用いて従業

員へのフィードバックを行っています。

４）評価・改善

リスクマネジメント部は、内部統制システムの運用状況を、半期ごとに開

催する内部統制委員会のほか経営会議及び取締役会に報告するとともに、適

宜開催する業務連絡会及び半期ごとに開催するグループ会社リスクマネジメ

ント責任者会議において、各部門・グループ会社とも共有しています。

また、リスクマネジメント部は、内部統制活動の実施状況や内部監査等の

結果に基づき、年度末時点における内部統制システムの有効性評価結果を取

りまとめたうえで、これを経営会議及び取締役会に報告しています。

この評価結果に基づき、内部統制システムの有効性向上に資する改善策を

策定し、次年度の内部統制活動計画に反映しています。

５）教育・啓発

当社は、新入社員から経営幹部までを対象とした階層別教育・研修に、内

部統制に関する講座及び各機能部門による専門的講座を設け、当社・グルー

プ会社の役職員の教育を実施しています。

また、安全パトロール時の経営層によるコンプライアンス講話、内部監査

時の各部門・グループ会社との対話、事故・事件事案の水平展開、コンプラ

イアンスに関するメールマガジン発信等、様々な機会・仕組みを通じた啓発

活動に取り組んでいます。

６）監査役・会計監査人との連携

リスクマネジメント部は、監査役が同席する内部統制委員会において、内

部統制の状況の報告及び意見交換を行っています。また、月２回の頻度で監

査役との連絡会を開催し、内部統制に関する情報の共有化を図っています。

会計監査人との間でも、定期的に内部統制の状況や財務報告に係る内部統制

の評価結果等について、報告及び意見交換を行っています。

さらに、内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携・実効性向上、内部

統制に関する情報の共有化、意見交換を目的として、監査役、社外取締役、

リスクマネジメント部による四半期ごとの連絡会（うち１回は会計監査人も

出席）を開催しています。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基

本方針については特に定めていません。
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連 結 注 記 表

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1. 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数 11社

株式会社SNリフラテクチュア東海、黒播築炉株式会社、Krosaki Amr

Refractarios,S.A.、無錫黒崎蘇嘉耐火材料有限公司、Krosaki USA Inc.、黒

崎 播 磨 （上 海） 企 業 管 理 有 限 公 司、Krosakiharima Europe B.V.、TRL

KROSAKI REFRACTORIES LIMITED、TRL KROSAKI ASIA PRIVATE LIMITED、TRL

KROSAKI CHINA LIMITED、Refractaria, S.A.

連結子会社であった黒崎播磨セラコーポ株式会社は、2021年４月１日付で

当社を存続会社とする吸収合併により解散したため、連結の範囲から除外し

ています。また、連結子会社であった有明マテリアル株式会社は、2021年10

月１日付で当社を存続会社とする吸収合併により解散したため、連結の範囲

から除外しています。

(2)非連結子会社の数 ２社

無錫黒崎機械有限公司、Refractaria Technologies S.L.

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社２社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金（持分に見合う額）等のそれぞれの合計額は、いずれも連結計算

書類に重要な影響を及ぼしていないためです。

2. 持分法の適用に関する事項

(1)持分法適用非連結子会社の数 ０社

(2)持分法適用関連会社の数 ３社

新日本サーマルセラミックス株式会社、営口黒崎播磨耐火材料有限公司、

IFGL Refractories Limited

(3)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数 ３社

主要な会社等の名称

無錫黒崎機械有限公司

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除

外しています。
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3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、Krosaki Amr Refractarios,S.A.、無錫黒崎蘇嘉耐火材料

有 限 公 司、Krosaki USA Inc.、 黒 崎 播 磨 （上 海） 企 業 管 理 有 限 公 司、

Krosakiharima Europe B.V.、TRL KROSAKI CHINA LIMITED 及 び Refractaria,

S.A.の決算日は12月31日です。

連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算

日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。

4. 会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっています(評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定し

ています）。

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっています。

②デリバティブ取引により生じる債権債務

時価法によっています。

③棚卸資産

移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっ

ています。ただし、半成工事及び未成工事支出金は個別法による原価法(収

益性の低下による簿価切下げの方法)によっています。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ａ) 当社及び国内連結子会社

定額法によっています。

なお、耐用年数については、原則として法人税法所定の耐用年数を

採用していますが、機械装置及び運搬具、不動産事業のうちショッピ

ングセンターに係る建物及び構築物については、一部会社所定の耐用

年数（トンネル窯：９年、機械装置：９年、不動産事業のうちショッ

ピングセンターに係る建物及び構築物：賃貸契約期間）を採用してい

ます。

ｂ) 在外連結子会社

定額法によっています。
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②無形固定資産

ａ) 当社及び国内連結子会社

定額法によっています。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能

期間(５年）に基づく定額法によっています。

ｂ) 在外連結子会社

定額法によっています。

③長期前払費用

定額法によっています。

(3)収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業

における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収

益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。

①商品及び製品の販売

耐火物事業及びセラミックス事業では、主に耐火物及びセラミックスの

製造及び販売を行っています。これらは、多くの場合、製品及び商品を納

入した時点において顧客が当該製品及び商品に対する支配を獲得し、履行

義務が充足されると判断していることから、主として当該製品及び商品を

納入した時点で収益を認識しています。ただし、製品及び商品を納入した

時点で当該製品及び商品の支配が顧客に移転する取引に関しては、実務上

は「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号

2021年３月26日）第98項に基づき、出荷時点で収益認識しています。また、

一部の製品及び商品の販売については、納入から顧客の検収まで一定の期

間を要するものがあるため、当該製品及び商品の販売については、顧客に

よる検収が完了した時点で収益を認識しています。

耐火物事業及びセラミックス事業に関する取引の対価は、製品及び商品

を引渡し後、１～６か月程度で受領しており、当該顧客との契約に基づく

債権について、重大な金融要素の調整は行っておりません。

②工事契約

ファーネス事業では、主に工事契約を締結し、各種窯炉の設計施工及び

築造修理を行っています。当該契約については、支配が一定期間にわたり

移転することから、一定の期間にわたり充足される履行義務であるとして、

工事の進捗度に応じて収益を認識しています。なお、履行義務の充足に係

る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合（インプ

ット法）で算出しています。
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ただし、工事契約について、契約金額が少額かつごく短期な工事は、一

定の期間にわたり収益を認識せず、顧客による検収が完了した時点で収益

を認識しています。

ファーネス事業に関する取引の対価は、履行義務の充足後、１～６か月

程度で受領しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重大な金

融要素の調整は行っておりません。

(4)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しています。

②賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき

計上しています。

③工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、未引渡工事の損失見込額を計

上しています。

④役員退職慰労引当金

役員（執行役員を含む。）の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上しています。

また、一部の在外連結子会社においても、役員に対して、役員退職慰労

引当金を計上しています。

なお、当社は2019年５月22日の取締役会において、取締役及び監査役に

係る役員退職慰労金制度を2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時を

もって廃止することを決議しました。よって、同株主総会において、取締

役及び監査役に対し、同株主総会終結までの在任期間に対応する役員退職

慰労金を、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支

給することとし、その支給の時期については、各取締役及び監査役の退任

時とし、その具体的な金額、方法等は取締役については取締役会、監査役

については監査役の協議に一任することで承認可決されました。このため、

当該支給見込み額については、引き続き、役員退職慰労引当金に含めて計

上しています。
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(5)退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末まで

の期間に帰属させる方法については、主として給付算定式基準によってい

ます。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（主として10年）による定額法で按分した額を発生年度より費用処理

しています。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により按分し

た額を発生の翌連結会計年度から費用処理しています。

(6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しています。なお、在外子会社等の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘

定及び非支配株主持分に含めています。

(7)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっています。

なお、振当処理の要件を満たしている通貨スワップについては振当処理

を行っています。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップにつ

いては特例処理を採用しています。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約取引、金利スワップ取引、通貨スワップ取引

ヘッジ対象：外貨建予定取引、外貨建金銭債権債務、借入金

③ヘッジ方針

為替予約取引については、外国為替相場変動リスクをヘッジする目的で

実需の範囲内においてのみ実施し、収益確保を目的としたディーリングは

実施しないこととしています。また、金利スワップ取引については、借入

金の金利変動リスクをヘッジすることを目的として、通貨スワップ取引に

ついては、借入金の通貨変動リスクをヘッジすることを目的として実施し

ています。
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④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段

の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計との間に高い相関関係があ

ることを確認し、有効性の評価としています。ただし、振当処理によって

いる通貨スワップ及び特例処理によっている金利スワップについては、有

効性の評価を省略しています。

(8)のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、個々の投資案件に応じた10年～20年以内の適切な期間で均等償

却しています。
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Ⅱ．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下

「収益認識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した

財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受

け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。

これにより、従来は耐火物の収益を出荷時点で認識していましたが、顧客によ

る検収が完了した時点あるいは顧客に耐火物を納入した時点で収益を認識するこ

ととしました。ただし、耐火物を納入した時点で当該耐火物の支配が顧客に移転

する取引に関しては、実務上は「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第30号 2021年３月26日）第98項に基づき、出荷時点での収益認

識を継続しています。

また、工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められ

る工事には工事進行基準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用していまし

た。これを当連結会計年度の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務

は、少額かつごく短期な工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当

該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義

務は、顧客による検収が完了した時点で収益を認識することとしました。なお、

履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の

割合(インプット法)で算出しています。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに

定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計

方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金

に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。

また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資

産」に含めて表示することとしました。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連

結貸借対照表は、主に、受取手形、売掛金及び契約資産が554百万円減少し、商品

及び製品が430百万円増加しています。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上

高が242百万円増加し、売上原価が196百万円増加し、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益がそれぞれ46百万円増加しています。

当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結

株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は83百万円減少しています。

１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しています。
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（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下

「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定

会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年

７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定

める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、連結

計算書類に与える影響はありません。

また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳

等に関する事項等の注記を行うこととしました。

Ⅲ．表示方法の変更に関する注記

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に含めていた

「買掛金」は、「支払手形」の残高がないため、当連結会計年度より「買掛金」と

して表示しています。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外費用」の「修繕維持費」

は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示し

ています。

また、前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「投資

有価証券評価損」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記するこ

ととしています。

― 14 ―



Ⅳ．会計上の見積りに関する注記

（重要な会計上の見積り）

会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な

金額を算出しています。当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上

の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼ

すリスクがある項目は次のとおりです。

のれんの減損損失の認識の要否

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

連結貸借対照表に計上されている「のれん」4,270百万円には、インドで

耐火物事業を営む連結子会社TRL KROSAKI REFRACTORIES LIMITEDを取得し

た際に計上されたのれん（帳簿価額3,465百万円）が含まれています。当該

取得原価のうちのれんに配分された金額が相対的に多額であることから、

当連結会計年度において当該のれんを含む資産グループの減損損失の認識

の要否の検討を行いました。検討の結果、割引前将来キャッシュ・フロー

が、のれんを含む資産グループの帳簿価額を超えると判断されたため、減

損損失は計上していません。

(2)会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他

の情報

のれんを含む資産グループについては、減損の兆候がある場合に割引前

将来キャッシュ・フローを用いて、減損の認識の要否を判断します。減損

の認識が必要と判断され、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として計上

します。

TRL KROSAKI REFRACTORIES LIMITEDを取得した際に計上されたのれんを

含む資産グループの将来キャッシュ・フローは、同社の現状、中期経営計

画及びその後の将来見通しを基礎として見積もっており、当該中期経営計

画及び将来見通しの前提となる売上高及び利益の見込を主要な仮定として

織り込んでいます。

上記の仮定の実現には不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積

りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
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Ⅴ．連結貸借対照表に関する注記

1. 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権の金額及

び契約資産は、それぞれ以下のとおりです。

残 高

受 取 手 形 1,924百万円

売 掛 金 41,629百万円

契 約 資 産 1,113百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 91,425百万円

3. 偶発債務

(1)以下の会社等の借入金等について債務保証を行っています。

債 務 者 残 高

ひびき灘開発株式会社 1百万円

従 業 員 211百万円

合 計 212百万円

(2)債権流動化による遡及義務

受 取 手 形 譲 渡 高 331百万円

売 掛 債 権 譲 渡 高 15百万円

4. 流動負債「その他」のうち、契約負債の残高 805百万円

Ⅵ．連結損益計算書に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記

載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結計算書類「注記事項

Ⅹ．収益認識に関する注記 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載

しております。

Ⅶ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度末株式数(株)

発行済株式

普通株式 9,114,528

自己株式

普通株式 692,845

(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が100株あ
ります。
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2. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 926 110.0 2021年３月31日 2021年６月30日

2021年10月29日
取締役会

普通株式 842 100.0 2021年９月30日 2021年11月26日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会

計年度となるもの（予定）

決 議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2022年６月29日
定時株主総会

普通株式 842 100.0 2022年３月31日 2022年６月30日

配当の原資：利益剰余金
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Ⅷ．金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に耐火物の製造販売事業を行うための設備投資計画に

照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しています。また、

短期的な運転資金は銀行借入やコマーシャル・ペーパー発行により調達して

います。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、

投機的な取引は行わない方針です。

(2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されていま

す。また、グローバルに事業を展開していることから、外貨建ての営業債権

は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として恒常的に同じ外貨建

ての営業債務残高の範囲内にあります。投資有価証券は主に取引先企業との

業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒され

ています。

営業債務である買掛金及び電子記録債務は、１年以内の支払期日です。ま

た、一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リス

クに晒されていますが、原則として外貨建ての営業債権をネットしたポジシ

ョンについて先物為替予約を利用してヘッジしています。借入金は、主に設

備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最

長で８年後です。また、変動金利のものは金利の変動リスクに晒されており、

外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されています。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務等に係る為替の変動リスク

に対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引、及び借入金に係る支払

金利の変動リスクや為替変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワッ

プ取引や通貨スワップ取引です。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの有効性の評

価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている

「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。
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(3)金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、契約

を結ぶ各部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手

ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収

懸念の早期把握や軽減を図っています。連結子会社についても、当社の与

信管理規程に準じて、同様の管理を行っています。

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを

軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。

当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒さ

れる金融資産の貸借対照表価額により表わされています。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務について、為替

の変動リスクに対し、原則として先物為替予約を利用してヘッジしていま

す。

なお、輸出入に係る予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建

て営業債権債務に対する先物為替予約を行っています。

また、当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクや外貨建ての借入金

の為替変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引や通貨スワップ取

引を利用しています。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務

状況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的

に見直しています。

先物為替予約については、取引権限や限度額等を定めた金融取引管理規

程に基づき、半年ごとに経営会議で基本方針を承認し、また、金利スワッ

プ取引や通貨スワップ取引については、取引の都度、取締役会がこれを承

認します。この承認に従い財務部が取引を行い、記帳及び契約先と残高照

合等を行っています。取引実績の報告は、先物為替予約については経営会

議で行っています。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき、財務部が適時に資金繰計画を作

成・更新することにより、手許流動性を管理しています。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる

前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。ま

た、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関す

る契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク

を示すものではありません。

(5)信用リスクの集中

当期の連結決算日現在における営業債権のうち49％が特定の大口顧客に対

するものです。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりです。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めてい

ません（(注)２を参照ください。）。
（単位：百万円）

連結貸借対照表

計 上 額 (*2)
時価(*2) 差 額

(1)投資有価証券

その他有価証券 3,784 3,784 －

(2)長期借入金(*3) (23,094) (23,125) (31)

(3)デリバティブ取引(*4) 290 290 －

(*1）「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入
金」、「コマーシャル・ペーパー」、「未払法人税等」については、現金であること、若しくは短
期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略していま
す。

(*2) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。
(*3) 長期借入金の支払期日が1年以内になったことにより短期借入金に計上されたものについては、

本書では長期借入金として表示しています。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

となる項目については、（ ）で示しています。
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(注)1. 有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)投資有価証券

保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は、以下のとおりです。
①満期保有目的の債券は保有していません。
②その他有価証券における種類ごとの取得原価、連結貸借対照表計上額及びこれらの差額
は次のとおりです。

（単位：百万円）

種 類 取得原価

連 結

貸借対照表

計 上 額

差 額

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1)株式 847 3,715 2,867

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

小 計 847 3,715 2,867

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1)株式 71 68 △2

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

小 計 71 68 △2

合 計 919 3,784 2,864
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(2)デリバティブ取引
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、連結決算日における契約額
又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。
（通貨関連）

（単位：百万円）

区分
デリバティブ取引の

種 類 等

契約額等

時価 評価損益
当該時価の

算 定 方 法
う ち

１年超

市場取引以外

の取引

為替予約取引

売建

米ドル

買建

米ドル

日本円

293

591

28

－

－

－

3

2

△1

3

2

△1

取引先金融

機関から提

示された価

格等によっ

ています。

②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの連結
決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。

（通貨関連）
（単位：百万円）

ヘッジ会計の

方 法

デリバティブ取引の

種 類 等

主 な

ヘ ッ ジ

対 象

契約額等

時価
当該時価の

算 定 方 法
う ち

１年超

為替予約等の

繰延ヘッジ処

理

為替予約取引

買建

中国元 買掛金 1,962 1,193 286

取引先金融

機関から提

示された価

格等によっ

ています。

（金利関連）
（単位：百万円）

ヘッジ会計の

方 法

デリバティブ取引の

種 類 等

主 な

ヘ ッ ジ

対 象

契約額等

時価
当該時価の

算 定 方 法
う ち

１年超

金利スワップ

の特例処理

受取変動・

支払固定
長期借入金 1,000 1,000 (注) ―

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と
一体として処理されているため、その時価は、長期借入金の時価に含めて記載し
ています。
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2. 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額
（単位：百万円）

区 分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 2,544

これらについては、(1)投資有価証券には含めていません。

3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 5,012 － － －

受取手形及び売掛金 43,553 － － －

合計 48,566 － － －

4. 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

長期借入金 3,760 19,318 15 －

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市

場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場

価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１

のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定

した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、

それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先

順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価
証券

その他有価証券

株式 3,784 － － 3,784

デリバティブ取引

通貨関連 － 290 － 290

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 23,125 － 23,125

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しています。また、上場株式は活発な市場で

取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しています。

デリバティブ取引

為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価

値法により算定しており、レベル２の時価に分類しています。

長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を当該借入金の残存期間及び信用リスクを加

味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類し

ています。

変動金利による長期借入金のうち金利スワップの特例処理及び通貨スワップの

振当処理の対象とされているものについては、当該金利スワップ及び通貨スワッ

プと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用さ

れる合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
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Ⅸ．賃貸等不動産に関する注記

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループでは、大阪府その他の地域において、賃貸用の商業建物（土地

を含む。）等を有しています。

2. 賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並

びに決算日における時価及び当該時価の算定方法
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 連結決算日における時価

1,305 10,430

(注)1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額
です。

2. 主な変動
増加は、取得 6百万円
減少は、減価償却費 40百万円

減損損失 71百万円
3. 連結決算日における時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金

額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）です。
4. 賃貸等不動産に関する損益

当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は591百万円（賃貸収益は主に売上高に、賃貸費用は主に
売上原価に計上）です。

― 25 ―



Ⅹ．収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)

合計耐火物
事業

ファーネ
ス
事業

セラミッ
クス
事業

不動産
事業

計

日本 56,020 13,198 7,043 － 76,263 668 76,931

インド 24,826 － 12 － 24,839 － 24,839

アジア 7,699 27 1,044 － 8,772 － 8,772

欧州 12,995 － 300 － 13,296 － 13,296

その他 9,115 － 85 － 9,201 － 9,201

顧客との契約
から生じる
収益

110,659 13,226 8,486 － 132,372 668 133,041

その他の収益 － － － 737 737 － 737

外部顧客への
売上高

110,659 13,226 8,486 737 133,110 668 133,778

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、製鉄所向け石灰の製
造販売です。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「連結注記表 Ⅰ．連

結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 4. 会計方針

に関する事項 (3)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1)契約資産及び契約負債の残高等

残 高

顧客との契約から生じた債権 (期首) 42,347百万円

顧客との契約から生じた債権 (期末) 43,553百万円

契約資産 (期首) 946百万円

契約資産 (期末) 1,113百万円

契約負債 (期首) 461百万円

契約負債 (期末) 805百万円
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債権及び契約資産は連結貸借対照表の「受取手形、売掛金及び契約資産」

に含まれています。

契約資産は、ファーネス事業における工事契約について期末日時点で完了

しているが未請求の一定の期間にわたり充足される履行義務に係る対価に対

する当社及び連結子会社の権利に関するものです。契約資産は、対価に対す

る当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じ

た債権に振り替えられます。当該工事に関する対価は、顧客との契約の内容

に従い、顧客の検収時に請求し、おおむね１～６か月後に受領しております。

契約負債は、主に、製品及び商品の納入時に収益を認識する耐火物事業及

びセラミックス事業における製品及び商品の販売契約について、契約に基づ

き顧客から受け取った前受金に関するものです。収益の認識に伴い、取り崩

されます。

契約負債の期首残高のうち、報告期間中に認識した売上収益の金額は403百

万円です。

当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収

益の額に重要性はありません。

(2)残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、

5,496百万円であり、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて１

年から３年の間で収益を認識することを見込んでいます。

なお、当社グループは実務上の便法を適用し、上記金額には、当初の予想

期間が１年以内の残存履行義務に関する情報を除いています。

Ⅺ．１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 7,759円14銭

2. １株当たり当期純利益 651円91銭

Ⅱ．「会計方針の変更に関する注記」に記載のとおり、「収益認識に関する会計

基準」等を適用しております。この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額

は８円74銭減少、１株当たり当期純利益は１円20銭増加しております。

Ⅻ．その他の注記

新型コロナウイルス感染症の影響に関して、今後、2023年３月期の一定期間に

わたり当該影響が継続するとの仮定のもと、のれんの評価等の会計上の見積りを

行っていますが、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、

翌連結会計年度の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。
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個 別 注 記 表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法によっています。

②その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっています(評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定してい

ます）。

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっています。

(2)デリバティブ取引により生じる債権債務の評価基準及び評価方法

時価法によっています。

(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によって

います。ただし、半成工事及び未成工事支出金は個別法による原価法(収益性

の低下による簿価切下げの方法)によっています。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法によっています。

なお、耐用年数については、原則として法人税法所定の耐用年数を採用し

ていますが、機械及び装置、不動産事業のうちショッピングセンターに係る

建物及び構築物については、一部会社所定の耐用年数（トンネル窯：９年、

機械及び装置：９年、不動産事業のうちショッピングセンターに係る建物及

び構築物：賃貸契約期間）を採用しています。

(2)無形固定資産

定額法によっています。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっています。

(3)長期前払費用

定額法によっています。
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3. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行

義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の

時点）は以下のとおりです。

(1)商品及び製品の販売

耐火物事業及びセラミックス事業では、主に耐火物及びセラミックスの製

造及び販売を行っています。これらは、多くの場合、製品及び商品を納入し

た時点において顧客が当該製品及び商品に対する支配を獲得し、履行義務が

充足されると判断していることから、主として当該製品及び商品を納入した

時点で収益を認識しています。ただし、製品及び商品を納入した時点で当該

製品及び商品の支配が顧客に移転する取引に関しては、実務上は「収益認識

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26

日）第98項に基づき、出荷時点で収益認識しています。また、一部の製品及

び商品の販売については、納入から顧客の検収まで一定の期間を要するもの

があるため、当該製品及び商品の販売については、顧客による検収が完了し

た時点で収益を認識しています。

耐火物事業及びセラミックス事業に関する取引の対価は、製品及び商品を

引渡し後、１～６か月程度で受領しており、当該顧客との契約に基づく債権

について、重大な金融要素の調整は行っておりません。

(2)工事契約

ファーネス事業では、主に工事契約を締結し、各種窯炉の設計施工及び築

造修理を行っています。当該契約については、支配が一定期間にわたり移転

することから、一定の期間にわたり充足される履行義務であるとして、工事

の進捗度に応じて収益を認識しています。なお、履行義務の充足に係る進捗

度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット法）

で算出しています。

ただし、工事契約について、契約金額が少額かつごく短期な工事は、一定

の期間にわたり収益を認識せず、顧客による検収が完了した時点で収益を認

識しています。

ファーネス事業に関する取引の対価は、履行義務の充足後、１～６か月程

度で受領しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重大な金融要

素の調整は行っておりません。
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4. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しています。

(2)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計

上しています。

(3)工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、未引渡工事の損失見込額を計上

しています。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しています。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期

間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、10年による定額法で按分した額を発生の

翌事業年度より費用処理しています。過去勤務費用については、10年によ

る定額法で按分した額を発生年度より処理しています。

(5)役員退職慰労引当金

役員（執行役員を含む。）の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しています。

なお、当社は2019年５月22日の取締役会において、取締役及び監査役に係

る役員退職慰労金制度を2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時をもっ

て廃止することを決議しました。よって、同株主総会において、取締役及び

監査役に対し、同株主総会終結までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、

当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給することと

し、その支給の時期については、各取締役及び監査役の退任時とし、その具

体的な金額、方法等は取締役については取締役会、監査役については監査役

の協議に一任することで承認可決されました。このため、当該支給見込み額

については、引き続き、役員退職慰労引当金に含めて計上しています。
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5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっています。

なお、振当処理の要件を満たしている通貨スワップについては振当処理

を行っています。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップにつ

いては特例処理を採用しています。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約取引、金利スワップ取引、通貨スワップ取引

ヘッジ対象：外貨建予定取引、外貨建金銭債権債務、借入金

③ヘッジ方針

為替予約取引については、外国為替相場変動リスクをヘッジする目的で

実需の範囲内においてのみ実施し、収益確保を目的としたディーリングは

実施しないこととしています。また、金利スワップ取引については、借入

金の金利変動リスクをヘッジすることを目的として、通貨スワップ取引に

ついては、借入金の通貨変動リスクをヘッジすることを目的として実施し

ています。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段

の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計との間に高い相関関係があ

ることを確認し、有効性の評価としています。ただし、振当処理によって

いる通貨スワップ及び特例処理によっている金利スワップについては、有

効性の評価を省略しています。

(2)退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理

の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
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Ⅱ．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下

「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又

はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取

ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。

これにより、従来は耐火物の収益を出荷時点で認識していましたが、顧客によ

る検収が完了した時点あるいは顧客に耐火物を納入した時点で収益を認識するこ

ととしました。ただし、耐火物を納入した時点で当該耐火物の支配が顧客に移転

する取引に関しては、実務上は「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第30号 2021年３月26日）第98項に基づき、出荷時点での収益認

識を継続しています。

また、工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められ

る工事には工事進行基準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用していまし

た。これを当事業年度の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、

少額かつごく短期な工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進

捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、

顧客による検収が完了した時点で収益を認識することとしました。なお、履行義

務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(イ

ンプット法)で算出しています。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに

定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針

を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加

減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。

また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛

金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」にそれぞれ区分表示してい

ます。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対

照表は、主に、売掛金が1,667百万円減少し、契約資産が1,113百万円増加し、商

品及び製品が430百万円増加しています。当事業年度の損益計算書は、売上高が

242百万円増加し、売上原価が196百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益がそれぞれ46百万円増加しています。

当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本

等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は83百万円減少しています。

１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

― 32 ―



（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下

「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計

基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月

４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める

新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、計算書類

に与える影響はありません。

また、「金融商品に関する注記」については、連結注記表を作成しているため、

記載を省略しています。
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Ⅲ．会計上の見積りに関する注記

（重要な会計上の見積り）

会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額

を算出しています。当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによ

るもののうち、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は

次のとおりです。

子会社株式の評価

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

貸借対照表に計上されている「関係会社株式」19,163百万円には、イン

ドで耐火物事業を営む連結子会社であるTRL KROSAKI REFRACTORIES

LIMITEDの株式（帳簿価額15,593百万円）が含まれています。市場価格のな

い株式等である同社株式について、当事業年度において、減損処理の要否

の検討を行いました。検討の結果、同社株式の実質価額が著しく低下して

いないと判断されたため、減損処理を行っていません。

(2)会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他情報

非上場の子会社に対する投資等、市場価格のない株式等は、原価法によ

り評価していますが、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく

低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を

除いて、相当の減額を行い、評価差額は該当する事業年度の損失として計

上します。

なお、TRL KROSAKI REFRACTORIES LIMITED株式の評価にあたり、同社の

超過収益力等を反映した価額で実質価額を見積もっています。

実質価額の著しい低下の有無の判断にあたっては、TRL KROSAKI

REFRACTORIES LIMITEDの将来キャッシュ・フローの割引現在価値に基づく

超過収益力等の見積りを行った上で、帳簿価額と比較しています。

当該割引現在価値は、TRL KROSAKI REFRACTORIES LIMITEDの現状、中期

経営計画及びその後の将来見通し並びに割引率を基礎として見積もってお

り、当該中期経営計画及び将来見通しの前提となる売上高及び利益の見込

み並びに割引率を主要な仮定として織り込んでいます。

上記の仮定の実現には不確実性を伴い、実質価額の見積りに重要な影響

を及ぼす可能性があります。
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Ⅳ．貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 73,310百万円

2. 偶発債務

以下の会社等の借入金等について債務保証を行っています。

債 務 者 残 高

Krosaki USA Inc. 416百万円

TRL KROSAKI CHINA LIMITED 686百万円

ひびき灘開発株式会社 1百万円

従 業 員 211百万円

合 計 1,315百万円

3. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

短 期 金 銭 債 権 26,718百万円

短 期 金 銭 債 務 1,630百万円

Ⅴ．損益計算書に関する注記

1. 合併に伴う利益の内容

抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 2,254百万円

土 地 売 却 益 修 正 損 △367百万円

2. 関係会社との取引高

売 上 高 58,839百万円

仕 入 高 17,524百万円

営業取引以外の取引高 1,045百万円
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Ⅵ．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度末株式数(株)

普通株式 692,845

(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が100株あ
ります。

Ⅶ．税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

(1)繰延税金資産の発生の主な原因の内訳

賞与引当金 684百万円

未払賞与に対する社会保険料 91百万円

減価償却超過額 658百万円

退職給付引当金 24百万円

役員退職慰労引当金 109百万円

貸倒引当金 17百万円

株式信託簿価 117百万円

減損損失 284百万円

土地売却益修正損 111百万円

その他 546百万円

小 計 2,645百万円

評価性引当額 △609百万円

繰延税金資産合計 2,035百万円

(2)繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

為替予約 △87百万円

前払年金費用 △291百万円

固定資産圧縮記帳積立金 △442百万円

その他有価証券評価差額金 △841百万円

企業結合に伴う土地の時価評価差額 △610百万円

繰延税金負債合計 △2,271百万円

差引：繰延税金負債純額（△） △236百万円
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があ

るときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.4％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.8％

評価性引当額 0.3％

均等割等 0.6％

研究開発税制の税額控除 △0.9％

合併に伴う利益 △7.6％

合併の影響 0.4％

外国子会社からの配当等の源泉税等 0.5％

その他 0.0％

小 計 △10.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.2％

Ⅷ．関連当事者との取引に関する注記

1. 当社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
(単位：百万円)

種 類 会 社 等

の 名 称

議決権等の

所有(被所

有)割合

関連当事者

と の 関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

親会社 日本製鉄株

式会社

所有

直接 -%

間接 -%

被所有

直接 47%

間接 0%

当 社 製 品

の 販 売 等

及 び 資 材

等購入

耐火物製品

販売等

52,240 売掛金

契約資産

21,771

149

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）製品販売等及び資材等購入については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、

価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しています。
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2. 当社と同一の親会社を持つ会社等及び当社のその他の関係会社の子会社等
(単位：百万円)

種 類 会 社 等

の 名 称

議決権等の

所有(被所

有)割合

関連当事者

と の 関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

親会社の

子会社

日鉄ファイ

ナンス株式

会社

所有

直接 -%

間接 -%

被所有

直接 -%

間接 -%

売 上 債 権

の売却

売上債権の

売却

17,656 未収入金 4,275

親会社の

子会社

日鉄エンジ

ニアリング

株式会社

所有

直接 -%

間接 -%

被所有

直接 -%

間接 -%

当 社 製 品

の販売等

耐火物製品

販売等及び

各種窯炉の

設計施工等

1,853 売掛金

契約資産

1,025

368

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）日鉄ファイナンス株式会社向けの売上債権の売却については、基本契約を締結し、債権の譲渡

を行っています。
（注２）製品販売等については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上、

一般的取引条件と同様に決定しています。
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3. 当社の子会社及び関連会社等
(単位：百万円)

種 類 会 社 等

の 名 称

議決権等の

所有(被所

有)割合

関連当事者

と の 関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 黒 崎 播 磨

（上 海） 企

業管理有限

公司

所有

直接100%

間接 -%

被所有

直接 -%

間接 -%

耐 火 物 等

の購入

耐火物等購

入

10,338 買掛金 346

子会社 Krosakiharima

Europe

B.V.

所有

直接100%

間接 -%

被所有

直接 -%

間接 -%

当 社 製 品

の販売等

耐火物製品

販売等

2,676 売掛金 1,812

子会社 Krosaki

USA Inc.

所有

直接 90%

間接 -%

被所有

直接 -%

間接 -%

当 社 製 品

の販売等

耐火物製品

販売等

3,008 売掛金 1,751

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）耐火物等購入及び製品販売等については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示

し、価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しています。
（注２）資金取引については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。
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Ⅸ．１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 6,946円90銭

2. １株当たり当期純利益 709円15銭

Ⅱ．「会計方針の変更に関する注記」に記載のとおり、「収益認識に関する会計

基準」等を適用しております。この結果、当事業年度の１株当たり純資産額は８

円74銭減少、１株当たり当期純利益は１円20銭増加しております。

Ⅴ．収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類

「注記事項 Ⅹ．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているので、注記を省

略しています。
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Ⅹ．企業結合等に関する注記

（共通支配下の取引）

当社は、2020年12月25日付で締結した合併契約に基づき、当社の完全子会社で

ある黒崎播磨セラコーポ株式会社を吸収合併しました。

1. 取引概要

(1)結合当事企業の名称及びその事業内容

企業の名称 黒崎播磨セラコーポ株式会社

事業の内容 耐火物製造等に係る業務請負、耐火物製造設備等のメンテナン

ス、各種サービス業

(2)企業結合日

2021年４月１日

(3)企業結合の形式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、黒崎播磨セラコーポ株式会社は解散

いたしました。

(4)結合後の名称

黒崎播磨株式会社

(5)その他取引の概要に関する事項

黒崎播磨セラコーポ株式会社は、耐火物製造等に係る業務請負及び耐火物製

造設備等のメンテナンスを主な事業として行っていました。同社を当社に吸収

合併することで、製造業務の一体化による製造実力・競争力の維持向上のほか、

経営資源の集約による経営の効率化、間接部門統合による管理コストの削減を

図り、当社グループの事業基盤をより一層強固なものとします。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年１月16日)及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適

用指針第10号 2019年１月16日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理をし

ております。

また、当社は、2021年３月24日付で締結した合併契約に基づき、当社の完全子

会社である有明マテリアル株式会社を吸収合併しました。

1. 取引概要

(1)結合当事企業の名称及びその事業内容

企業の名称 有明マテリアル株式会社

事業の内容 ファインセラミックスの製造

(2)企業結合日

2021年10月１日
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(3)企業結合の形式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、有明マテリアル株式会社は解散いた

しました。

(4)結合後の名称

黒崎播磨株式会社

(5)その他取引の概要に関する事項

有明マテリアル株式会社は、ファインセラミックスの製造を行っており、当

社がこれを購入して顧客に販売する等、当社グループのセラミックス事業にお

いて重要な役割を担ってまいりました。しかしながら、この大変革時代におい

て、製造技術・技能の担保や生産効率・品質の向上等、製造会社としての基盤

である製造実力及び競争力を持続的に維持向上させていくためには、上記役割

を担う有明マテリアルと当社を一体化し、製造・販売・開発の一体運営を推進

することが最適であると判断し、有明マテリアル株式会社と合併いたしました。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年１月16日)及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適

用指針第10号 2019年１月16日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理をし

ております。

Ⅺ．その他の注記

新型コロナウイルス感染症の影響に関して、今後、2023年３月期の一定期間に

わたり当該影響が継続するとの仮定のもと、子会社株式の評価等の会計上の見積

りを行っていますが、新型コロナウイルス感染症による影響は不確定要素が多く、

翌事業年度の当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

― 42 ―


	Web開示表紙
	➁第131期　WEB開示

